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新 旧 備考 
海外投資保険運用規程 

 
平成29年４月１日 17‐制度‐00052 

沿革 (略) 

令和５年10月16日 一部改正 
 

海外投資保険運用規程 
 

平成29年４月１日 17‐制度‐00052 
沿革 (略) 

 

 

（取得のための対価の額等） 
第７条 取得のための対価の額の設定については、次の各号に定め

るいずれかによるものとする。ただし、日本貿易保険が認めた場

合はこの限りでない。 
一～二 （略） 

三 被保険投資の相手方の対象株式等の評価額により設定を行う

場合にあっては、以下のいずれかによるものとする。ただし、

再投資に係る損失のみをてん補する場合にあっては、以下のロ

によるものとする。 
イ 直近の被保険者の財務諸表等（監査済財務諸表等又は未監

査財務諸表等であって当該未監査財務諸表等を作成した企業

の出資者の監査済財務諸表等の基礎書類となるものをいう。

以下、本条において同じ。）において被保険投資の相手方の

対象株式等として計上されている額（プレミアム等を含むこ

とができる。）。 
ロ （略） 

四～六 （略） 
２ 再投資に係る損失をてん補する場合のてん補対象となる各再投

資先企業に対する保険申込者の持分評価額の設定については、原

則として、以下のいずれかによるものとする。ただし、日本貿易

保険が他の設定方法を認めた場合はこの限りでない。 
一 被保険者、被保険投資の相手方又は中間企業の直近の財務諸

表等において当該再投資先企業の対象株式等として計上されて

いる額及び当該再投資先企業に対する貸付金債権等として計上

されている額のうち保険申込者の持分に相当する金額。 
二 （略） 
三 当該再投資先企業の対象株式等及び当該再投資先企業に対す

る貸付金債権等の取得のために実際に要した額。 

（取得のための対価の額等） 
第７条 取得のための対価の額の設定については、次の各号に定め

るいずれかによるものとする。ただし、日本貿易保険が認めた場

合はこの限りでない。 
一～二 （略） 

三 被保険投資の相手方の対象株式等の評価額により設定を行う

場合にあっては、以下のいずれかによるものとする。ただし、

再投資に係る損失のみをてん補する場合にあっては、以下のロ

によるものとする。 
イ 直近の被保険者の財務諸表等（監査済財務諸表等又はこれ

に準ずる書類とする。以下、本条において同じ。）において

被保険投資の相手方の対象株式等として計上されている額

（プレミアム等を含むことができる。）。 

 

 
ロ （略） 

四～六 （略） 
２ 再投資に係る損失をてん補する場合のてん補対象となる各再投

資先企業に対する保険申込者の持分評価額の設定については、原

則として、以下のいずれかによるものとする。ただし、日本貿易

保険が他の設定方法を認めた場合はこの限りでない。 
一 被保険者、被保険投資の相手方又は中間企業の直近の財務諸

表等において当該再投資先企業の対象株式等として計上されて

いる額及び当該再投資先企業に対する貸付金債権として計上さ

れている額のうち保険申込者の持分に相当する金額。 
二 （略） 
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（換算率） 
第８条 約款（株）第33条第２項第１号（同項第２号から第５号ま

でにおいて第１号を適用する場合を含む。以下本条において同

じ。）及び約款（不）第32条第２項第１号の規定にかかわらず、

取得のための対価の額又は配当金請求権の額の設定については、

保険の申込みの日の属する月の１日における外国為替相場により

邦貨に換算することができる。 
２ 既存の保険契約の保険期間満了に伴う申込みにおける取得のた

めの対価の額又は配当金請求権の額の設定に関しては、既存の保

険証券に記載された為替換算率により邦貨に換算することができ

る。 

 

（換算率） 
第８条 約款（株）第33条第２項第１号イ（同項第２号から第５号

までにおいて第１号イを適用する場合を含む。以下本条において

同じ。）及び約款（不）第32条第２項第１号の規定にかかわら

ず、取得のための対価の額の設定については、保険の申込みの日

の属する月の１日における外国為替相場により邦貨に換算するこ

とができる。 
２ 既存の保険契約の保険期間満了に伴う申込みにおける取得のた

めの対価の額の設定に関しては、既存の保険証券に記載された為

替換算率により邦貨に換算することができる。 

 

 

第14条 削除 
（被保険投資の相手方の事業の一部の対象） 
第14条 約款（株）第２条第４項に規定する特約は、被保険投資の

相手方又は中間企業が再投資先企業の対象株式等を取得した上で

当該再投資先企業に対して融資等を行う場合に、付すものとす

る。 

 

（担保権の設定） 
第16条 約款（株）第37条第１項若しくは第２項における「質権又

は譲渡担保を設定しようとするとき」又は約款（不）第36条第１

項における「質権、譲渡担保権、抵当権その他これらに類する担

保権を設定しようとするとき」とは、予め当該担保権設定に係る

予約契約（担保権設定者の意思によらず当該担保権が設定される

ものに限る。以下同じ。）又は被保険者、被保険投資の相手方若

しくは再投資先企業（以下「出資者等」という。）が金融機関等

に対して同条各項に規定する承諾の対象となる保有株式等若しく

は保有貸付金債権等の譲渡義務を負う契約（当該担保権設定と同

様に金融機関等の債権保全を目的とするものであって、予め定め

られた条件を充足した場合は出資者等の意思によらず当該保有株

式等若しくは当該保有貸付金債権等が譲渡されるものに限る。以

下同じ。）が締結される場合にあっては、当該各契約を締結しよ

うとするときをいうものとし、海外投資保険の申込みの時点にお

いて既に担保権の設定（前述の場合にあっては当該各契約の締結

をいう。）が行われている案件については、海外投資保険の申込

（担保権の設定） 
第16条 約款（株）第37条第１項若しくは第２項における「質権又

は譲渡担保を設定しようとするとき」又は約款（不）第36条第１

項における「質権、譲渡担保権、抵当権その他これらに類する担

保権を設定しようとするとき」とは、予め当該担保権設定に係る

予約契約（担保権設定者の意思によらず当該担保権が設定される

ものに限る。以下同じ。）又は被保険者、被保険投資の相手方若

しくは再投資先企業（以下「出資者等」という。）が金融機関等

に対して同条各項に規定する承諾の対象となる保有株式若しくは

保有貸付金債権の譲渡義務を負う契約（当該担保権設定と同様に

金融機関等の債権保全を目的とするものであって、予め定められ

た条件を充足した場合は出資者等の意思によらず当該保有株式若

しくは当該保有貸付金債権が譲渡されるものに限る。以下同

じ。）が締結される場合にあっては、当該各契約を締結しようと

するときをいうものとし、海外投資保険の申込みの時点において

既に担保権の設定（前述の場合にあっては当該各契約の締結をい

う。）が行われている案件については、海外投資保険の申込みの
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みのときをいうものとする。 
２ （略） 
 

ときをいうものとする。 
２ （略） 

附 則 
この改正は、令和５年10月31日から実施する。 

 

  

別表 
 

定義 
１．海外投資 ・法第２条第17項第１号に定める「株式

等の取得」には、海外投資の投資先の

国又は地域（「投資先国等」とい

う。）の対外債務を株式等に転換する

方法（以下「債務の株式化」とい

う。）による取得も含まれるものとす

る。 
・法第２条第17項第１号に定める「株式

等の取得」には、「外国為替及び外国

貿易法（昭和24年法律第228号）第20条

第２号、第５号及び第11号に掲げる資

本取引のうち、居住者による対外直接

投資」以外の証券投資（ポートフォリ

オ・インベストメント）も含まれるも

のとする。 
・法第２条第17項第２号に定める「不動

産に関する権利等の取得」には、利益

分与契約に基づく投資、生産物分与契

約に基づく投資、その他の権利等の取

得のための投資も含まれるものとす

る。 
２．てん補事由 （事業不能等） 

・てん補対象企業について事業の継続の

不能又は１月以上の事業の休止が生じ

たこととは、てん補対象企業の事業全

体についてそのような事由が生じたこ

別表 
 

定義 
１．海外投資 ・法第２条第17項第１号に定める「株式

等の取得」には、海外投資の投資先の

国又は地域（「投資先国等」とい

う。）の対外債務を株式等に転換する

方法（以下「債務の株式化」とい

う。）による取得も含まれるものとす

る。 
・法第２条第17項第１号に定める「株式

等の取得」には、「外国為替及び外国

貿易法（昭和24年法律第228号）第20条

第２号、第５号及び第11号に掲げる資

本取引のうち、居住者による対外直接

投資」以外の証券投資（ポートフォリ

オ・インベストメント）も含まれるも

のとする。 
・法第２条第17項第２号に定める「不動

産に関する権利等の取得」には、利益

分与契約に基づく投資、生産物分与契

約に基づく投資、その他の権利等の取

得のための投資も含まれるものとす

る。 
２．てん補事由 （事業不能等） 

・てん補対象企業について事業の継続の

不能又は１月以上の事業の休止が生じ

たこととは、てん補対象企業の事業全

体についてそのような事由が生じたこ
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とをいう。ただし約款（株）第２条第

３項に規定する特約を付した場合は、

てん補対象企業に係る事業における一

の事業拠点等においてそのような事由

が生じたことをいう。 
・「事業の継続の不能」とは、事業継続

が将来にわたって困難になったことを

いう。施設損壊等などの物理的損害に

より事業を継続することが出来なくな

った場合のみならず、損害の影響の継

続により将来にわたって事業会社の自

己資本が毀損していくような状況が見

込まれることにより事業撤退した場合

を含む。 
・「事業の休止」とは、事業再開を前提

として事業会社が当該事業活動（操業

開始前の活動を含む）を停止すること

（事務所閉鎖など物理的な停止のみな

らず、実態として活動不能な状態にな

っている場合を含む。）をいう。な

お、事業全体のうち主要な事業活動が

停止（ただし、約款（株）第２条第３

項に規定される別の特約を付していな

い場合において事業拠点等の単位で停

止をした場合は除く。）したものの、

一部の事業活動が継続している場合

は、当該一部の事業活動が以下のいず

れかの理由によって継続しており、か

つ、主要な事業活動が停止したことに

よって事業全体に重大な支障が生じて

いる場合に限り「事業の休止」があっ

たとみなす。 
一 外国政府等によって一部の活動が

強制的に継続させられている場合 

二 外国政府等との間で締結した契約

とをいう。ただし約款（株）第２条第

３項に規定する特約を付した場合は、

てん補対象企業に係る事業における一

の事業拠点等においてそのような事由

が生じたことをいう。 
・「事業の継続の不能」とは、事業継続

が将来にわたって困難になったことを

いう。施設損壊等などの物理的損害に

より事業を継続することが出来なくな

った場合のみならず、損害の影響の継

続により将来にわたって事業会社の自

己資本が毀損していくような状況が見

込まれることにより事業撤退した場合

を含む。 
・「事業の休止」とは、事業再開を前提

として事業会社が当該事業活動（操業

開始前の活動を含む）を停止すること

（事務所閉鎖など物理的な停止のみな

らず、実態として活動不能な状態にな

っている場合を含む。）をいう。な

お、事業全体のうち主要な事業活動が

停止（ただし、約款（株）第２条第３

項に規定される別の特約を付していな

い場合において事業拠点等の単位で停

止をした場合は除く。）したものの、

一部の事業活動が継続している場合

は、当該一部の事業活動が以下のいず

れかの理由によって継続しており、か

つ、主要な事業活動が停止したことに

よって事業全体に重大な支障が生じて

いる場合に限り「事業の休止」があっ

たとみなす。 
一 外国政府等によって一部の活動が

強制的に継続させられている場合 

二 外国政府等との間で締結した契約
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の義務履行のために一部の活動を継

続している場合 

三 人道支援として一部の活動を継続

することが必要である場合 

・１月以上の事業の休止が生じたことに

よる損失については、事業の休止後、

事業が再開することなく１月が経過し

た日が保険期間内にあればてん補の対

象とする。 
・「事業の再開」とは、被保険投資の相

手方が停止していた事業活動を再開す

ることをいう。物理的な停止状態が解

消した時（立入制限解除、電気供給再

開、生産設備の修理が完了し稼働可能

となった時等）や、事業活動中断の原

因が解消した時（必要部品や代替納入

先の確保、取引先の事業再開、経済活

動の正常化等）等を含む。 
２．てん補事由 （送金危険） 

・「対象株式等喪失支払金等」における

対象株式等又は主要な事業資産等とし

ててん補する再投資先企業の株式等の

喪失により支払われた金額について

は、当該株式等の売却代金、資本剰余

金の配当、資本金の額の減少による配

当有償減資による資本の払戻しその他

資本剰余金の処分による配当、残余財

産の分配金等をいう。 
・また現金化されたものの外、同号に規

定する事由により送金が行えないた

め、被保険投資の相手方又は再投資先

企業がいつでも支払いを行いうる状態

で保有している金額も含まれるものと

する。 
・法第69条第２項第４号イに定める「外

の義務履行のために一部の活動を継

続している場合 

三 人道支援として一部の活動を継続

することが必要である場合 

・１月以上の事業の休止が生じたことに

よる損失については、事業の休止後、

事業が再開することなく１月が経過し

た日が保険期間内にあればてん補の対

象とする。 
・「事業の再開」とは、被保険投資の相

手方が停止していた事業活動を再開す

ることをいう。物理的な停止状態が解

消した時（立入制限解除、電気供給再

開、生産設備の修理が完了し稼働可能

となった時等）や、事業活動中断の原

因が解消した時（必要部品や代替納入

先の確保、取引先の事業再開、経済活

動が正常化等）等を含む。 
２．てん補事由 （送金危険） 

・「対象株式等喪失支払金等」における

対象株式等の喪失により支払われた金

額については、対象株式等の売却代

金、資本剰余金の配当、資本金の額の

減少による配当有償減資による資本の

払戻しその他資本剰余金の処分による

配当、残余財産の分配金等をいう。 

 
 
・また現金化されたものの外、同号に規

定する事由により送金が行えないた

め、被保険投資の相手方がいつでも支

払いを行いうる状態で保有している金

額も含まれるものとする。 
 
・法第69条第２項第４号イに定める「外
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国において実施される為替取引の制限

又は禁止」は、外国政府のとった一般

的措置であれば、為替取引の制限、禁

止の根拠が法令に基づく措置か、行政

処分に基づく措置か、あるいは法令の

根拠のない単なる事実上の措置かは問

わないものとする。ただし、保険契約

締結後に新たに行われた措置でなけれ

ばならない。 
３．~４．（略）  

 

国において実施される為替取引の制限

又は禁止」は、外国政府のとった一般

的措置であれば、為替取引の制限、禁

止の根拠が法令に基づく措置か、行政

処分に基づく措置か、あるいは法令の

根拠のない単なる事実上の措置かは問

わないものとする。ただし、保険契約

締結後に新たに行われた措置でなけれ

ばならない。 
３．~４．（略）  

 

 


